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楽しい学校生活

登校・下校について
平成１８年度より集団登下校を開始しました。各地区

ごとの班で集団登校したり、一斉に授業が終わるときに集団下校したりします。

(1)集団登校について

①班編制

・各地区で、地区委員長さんを中心に確認されます。各地区で班編成会議が開催さ

れる場合は、是非出席してください。（学校では２月中に地区委員長さんへ通学班

編成の依頼をする予定です。）

②集合場所・集合時刻

・入学前に地区委員長さんより集合場所、時刻、登校班の連絡があります。

不明な場合は、地区委員長さんまでお問い合わせください。

③期間

・４～１２月の期間は集団登下校を実施します。

・１～３月に集団登下校を実施するかしないかは、地区ごとに判断してもらいます。

(2)集団下校について

①月曜日 【登校班で下校】

・全学年が５時間の日のみ実施します。（１,２学期）14:35頃に一斉下校となります。

②火～金曜日 【１年生のみ】

・４月当初（３週間程度）…学校職員といっしょに途中まで帰ります。（下校方面

別に５地区に分かれます）

○南本町地区【黄色のリボン】

○前口地区【水色のリボン】

○文京・泉水・東殿塚・西殿塚・新田・滝下・本町・地蔵・立町(一部)地区

（地下道を通る）【ピンクのリボン】

○昭和・馬場・鈴蘭・立町(一部)地区（ブランシシェの坂を通る）【緑のリボン】

◎児童室【白のリボン】

・５月頃からは…１年生だけで、地区ごとに帰ります。

(3)通学路について

・『安全協力の家』の記入された通学路マップが配布されるので、確認をしてください。

・入学前に（春休み中など）親子で登下校練習（原則、徒歩）をお願いします。

(4)「児童安全守り隊」について

・草津町老人クラブ連合会のみなさんを中心に、児童安全守り隊が結成され、安全な

登校のためのお手伝いをしてくれます。（４月～１０月）

・保護者のみなさんも一緒に見守ったり、守り隊の方へのあいさつなどお願いします。
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携帯電話やスマートフォンについて
子どもと連絡をとるのに携帯電話は便利ですが、ネット犯罪等、トラブルの原因にな

る要素も多々あります。携帯電話を持って登校するのは、原則として禁止しています。

安全な下校や外出のためには、携帯電話を持たせるよりも

○下校時は、よりみちをせずに早く帰宅する。

○知らない人物の声かけに応じない。

○遊びに行くときは、外出先・一緒に遊ぶ友だちの名前・帰宅予定時刻を報告する。

○小学生にふさわしくない場所に行かない、ふさわしくない時間帯に外出しない。

という習慣を身に着けることが大切です。ご家庭でもご指導ください。。

服装について
〔衣服〕 ※着脱しやすく，学習・運動にふさわしい服装をお願いします。

① 上着 →基準服はありません。

② 体育着 →（体育の時間は着用するようにお願いします。）

③ 登下校用ヘルメット（黄）→安全対策として着用しています。

④ 体育帽子 →体育の時間、掃除の時間に着用します。

〔下ばき〕

① 特に定めません。派手でないもの。

② 体育の学習に使用します。運動しやすい靴が発育上好ましいです。

〔上ばき〕

① 原則、草津小の推奨品でお願いします。

※金曜日に持って帰ります。汚れているようでしたら、家で洗って月曜日に持たせ

てください。

給食について
① 給食の場所・・教室

② 給食当番・・・６，７人程度の班を作り、一週間ごとに当番を担当します。

③ 給食着・・・・学校のものを使用し、週末に家庭で洗濯して月曜日に持参します。

④ マスク・・・・個人で準備をお願いします。

◎歯みがき

①給食後，教室で行います。

②歯みがき剤は使用しません。

③歯ブラシとコップ、手鏡を巾着袋等に入れて、持たせてください。

※ 金曜日に持って帰ります。家で洗ってまた月曜日に持たせてください。その時、

毛先の開いている歯ブラシは交換してください。
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１年生はこんな学習をします
国語 算数

・「話す・聞く」「書く」「読む」の基礎 ・簡単な２けたのたし算・ひき算まで習

を身につけます。 います。

・71文字のひらがな、カタカナと80字 ・３けたまでの数の表しかたを学習しま

の漢字の読み書きを習います。 す。

【主な内容】 【主な内容】

１学期 １学期

・正しく鉛筆を持つ ・１対１対応による数の大小

・ひらがなを読む、書く ・１０までの数の合成と分解

・はっきりと口を開けて話す ・１けたのたし算、ひき算

２学期 ２学期

・カタカナを書く ・時刻の読み方

・簡単な漢字を書く ・くり上がり、くり下がり

・物語を音読する ・三角形、四角形の理解

３学期 ３学期

・はっきり話す ・面積、体積の理解

・しっかり聞く ・１００までの数を数える

・熟語を使って文をつくる ・簡単な２けたのたし算、ひき算

生活

・具体的な体験を通して、身近な人々、社会や自然への関心をもち、自分たちの生活

について考えます。

・生活に必要な習慣や技能を身につけ、自立の基礎を養います。

◎ 心配事や相談事は、まずは小学校まで！
・まずは、担任の先生へ相談してください。

初めての学校生活です。分からないこと、心配な

ことなど多いはずです。そのような時には、すぐに

担任に聞いてください。

・スクールカウンセラーの相談も進めています。

群馬県では、全小学校に月に１・２回程度、スクール

カウンセラーが一日配属されていて、子育てや家庭生活での悩み等の相談を受けて

います。希望者は、学校へ直接相談してください。日程の調整等を進めます。

・家庭と学校が協力して、児童の健やかな成長を育みましょう。

６年間の小学校生活は、学校・家庭・地域の連携と協力で進めていきましょう。


